
 

教員採用選考に係る筆記試験の共同実施について 

 

１ 共同実施の経緯 

教員採用選考に係る筆記試験については、これまで各都道府県

が独自に試験問題を作成してきた。 

全国的に教員採用選考試験の志願者数が、減少傾向にあること

などから、令和７年４月に、文部科学省から各都道府県・政令指

定都市等に共同実施についての提案があった。 

その後、本県を含め５１自治体（うち道府県３７）が、共同実

施に関する作業部会に参加し、試験日程や費用負担等について、

協議・調整を重ねてきたが、令和９年度実施（令和１０年度採用）

の教員採用選考から、共通問題を用いて、採用選考を行うことと

なり、本県も参画することとした。 

 

２ 筆記試験日 

作業部会での協議の結果、５月８日、６月１２日、７月１０日

を試験日に設定し、その中から参加自治体が選択する。 

本県では、これまで実施してきた日程に近い 

「令和９年７月１０日（土）」に行う予定としている。 

 

３ 共同実施に参画する理由 

・複数の自治体が問題作成に参画することによる試験内容の 

 質の向上 

・問題作成に係る教育委員会事務局職員や教員の負担軽減が 

 図られ、学校現場への支援に注力できること 

※ 実技や面接試験は、本県独自に実施する。 
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